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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）組成物の３０～６０重量％の無水石鹸と；
　（ｉｉ）組成物の２０～５０重量％の多価アルコールと；
　（ｉｉｉ）組成物の０．０１～５重量％のテルピネオールと；
　（ｉｖ）組成物の０．０１～５重量％のチモールと；
　（ｖ）組成物の５～２５重量％の水と
を含む棒状石鹸組成物であって、
　当該棒状石鹸組成物の１ｃｍ厚さの試料が可視光の少なくとも５％を透過させる棒状石
鹸組成物。
【請求項２】
　前記多価アルコールがグリセロール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール
、ソルビトールまたはこれらの混合物である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　１～２０重量％の非石鹸洗浄活性剤を含む、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記非石鹸洗浄活性剤がアニオン界面活性剤である、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　組成物中の無水石鹸の１～１５重量％の１２－ヒドロキシステアリン酸の塩を含む、請
求項１から４のいずれか一項に記載の組成物。
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【請求項６】
　（ｉ）４０～９０℃の範囲の温度で組成物の溶融物を調製する工程と；
　（ｉｉ）前記溶融物を適当な型に注ぎ込む工程と；
　（ｉｉｉ）前記組成物を２０～３０℃の範囲の温度に冷却する工程と；
　（ｉｖ）前記組成物を離型する工程と
を含む方法により調製される、請求項１から５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　（ｉ）請求項１から６のいずれか一項に記載の組成物を塗布する工程と、
　（ｉｉ）表面を適当な溶媒ですすぐかまたは表面を適当な拭き取りにより拭き取る工程
と
を含む、表面の病原体を減少させる方法。
【請求項８】
　前記表面をすすぐかまたは拭き取る前記工程を、前記組成物を塗布する工程の５分以内
に行う、請求項７に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、実質的に透明な棒状石鹸組成物に関する。本発明は、より具体的には、優れ
た使用時特性（ｉｎ－ｕｓｅ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ）、視覚的魅力および消費者により
使用された場合に皮膚表面の病原体減少をもたらす透明な石鹸組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　透明な石鹸は、審美的魅力を有し、不透明な石鹸よりも低刺激であると認知される。石
鹸は棒形で納品されることが多く、透明な棒状石鹸を調製するためのいくつかの方法が知
られており、使用されている。
【０００３】
　透明な棒状石鹸は通常、脂肪酸のアルカリ金属塩を他の従来成分と共に水と混合するこ
とによって調製される。これらの棒状石鹸は通常、石鹸組成物が溶融状態で調製され、所
望のサイズの型に注ぎ込まれるいわゆる溶融流延（ｍｅｌｔ－ｃａｓｔ）経路を使用して
調製される。型を冷却すると、石鹸組成物が硬化し、次いで、これを離型し、所望のサイ
ズの棒に切り分けてもよい。従来、透明な棒を調製するために、多量の揮発性アルコール
が使用されていたが、これは、透明な外観を得る前に棒を数週間熟成させなければならな
いプロセスを要するものであった。本出願人らは、米国特許第６７３０６４３号明細書に
おいて、選択した脂肪酸混合物および選択した多価アルコールを使用して調製した透明な
棒状石鹸組成物を開示している。本出願人はまた、国際公開第２０１０００４６２３８号
パンフレットにおいて、テルピネオールおよびチモールを含む組成物が、速効性の時間枠
で、多くの場合、組成物を所望の表面に塗布したほんの１５秒後に、強化された病原体減
少をもたらすことを開示している。本発明によって、透明な棒状石鹸組成物にチモールお
よびテルピネオールを組み込むことによって、強化された視覚および他の感覚上の利点だ
けでなく、さらにこのような速効性の時間枠において強化された病原体減少の利益がもた
らされることが分かった。
【０００４】
　したがって、本発明の目的は、強化された病原体減少の利益をもたらしつつ、優れた視
覚および他の感覚上の属性の二重の利益を有する棒状石鹸組成物を提供することである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第６７３０６４３号明細書
【特許文献２】国際公開第２０１０００４６２３８号パンフレット
【発明の概要】
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【０００６】
　本発明は、組成物の（ｉ）３０～６０重量％の総脂肪分と；（ｉｉ）２０～５０重量％
の多価アルコールと；（ｉｉｉ）０．０１～５重量％のテルピネオールと；（ｉｖ）０．
０１～５重量％のチモールと；（ｖ）５～２５重量％の水とを含む実質的に透明な棒状石
鹸組成物を提供する。
【０００７】
　本発明の好ましい態様は、（ｉ）４０～９０℃の範囲の温度で組成物の溶融物を調製す
る工程と；（ｉｉ）溶融物を適当な型に注ぎ込む工程と；（ｉｉｉ）組成物を２０～３０
℃の範囲の温度に冷却する工程と；（ｉｖ）組成物を離型する工程とを含む方法により調
製される組成物を提供する。
【０００８】
　別の好ましい態様は、（ｉ）本発明の組成物を表面上に塗布する工程と、（ｉｉ）表面
を適当な溶媒ですすぐかまたは表面を適当な拭き取りにより拭き取る工程とを含む、表面
の病原体を減少させる方法に関する。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　これらのおよび他の態様、特徴ならびに利点は、以下の詳細な説明および添付する特許
請求の範囲を読めば当業者に明らかになるであろう。疑義を回避するために、本発明の一
態様の任意の特徴を、本発明の任意の他の態様に利用してもよい。「含む（comprising）
」という単語は、「含む（including）」を意味するが、必ずしも「からなる（consistin
g of）」または「で構成される（composed of）」を意味するわけではないことを意図し
ている。換言すれば、列挙した工程または選択肢が網羅的である必要はない。以下の説明
で示される例は、本発明を明らかにすることを意図しており、これらの例それ自体に限定
することを意図していないことに留意する。同様に、特に指示しない限り、全ての百分率
は重量／重量百分率である。
【００１０】
　実施例および比較例を除いて、または明示的に指示しない限り、反応の材料または条件
の量、材料および／または使用の物理特性を示す本明細書の全ての数字は、「約」という
単語により修飾されるものと理解すべきである。特に指定しない限り、「ｘ～ｙ」という
形式で表される数値範囲は、ｘおよびｙを含むと理解される。具体的な特徴について、複
数の好ましい範囲が「ｘ～ｙ」という形式で記載されている場合、異なる終点を組み合わ
せた全ての範囲も熟慮されると理解される。
【００１１】
　透明という単語により、棒状石鹸が光を透過することができることが意味される。より
具体的には、実質的に透明により、材料の１ｃｍ厚さの試料が可視光の少なくとも５％、
好ましくは可視光の少なくとも２０％、より好ましくは可視光の少なくとも５０％を透過
させることが意味される。より好ましくは、棒状石鹸は透明である。材料の１ｃｍ厚さの
試料が可視光の少なくとも７０％、好ましくは少なくとも９０％を透過させる場合、棒状
石鹸は透明である。光のいくらかのほとんど不可避の吸収および／または散乱のために、
透過は一般的に可視光の９５％未満となる。可視光は一般的に、約３９０ｎｍと約７５０
ｎｍとの間の波長を有する光を指すと理解される。さらに、例えば、染料または別の有色
成分が存在する場合、透過する光の百分率は、全ての波長で同じである必要はない。
【００１２】
　本発明の組成物は、非治療用途に好ましく、より具体的には、皮膚および毛髪を含むヒ
トの体の表面の洗浄に使用するのに好ましい、または硬表面の洗浄用途に使用してもよい
。
【００１３】
　本発明は、透明な石鹸という利点を示しながら、少量の総脂肪分（ＴＦＭ）を含むとい
う利点を有する。本発明の透明な棒を調製する方法では、最小量の揮発性アルコールが使
用され、熟成時間が従来の透明な石鹸と比べて大いに減少される。棒状石鹸は所望の透明
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性ならびに優れた石鹸泡、手触り、硬さを示しながら、従来の高ＴＦＭ棒（通常、製粉お
よび圧出（ｐｌｏｄｄｅｄ）棒状石鹸製造法を使用して調製される）と比べて強化した病
原体減少をもたらす。
【００１４】
　本発明は、病原体減少を示すこのような型の棒状石鹸で今までに知られていない一定の
他の追加の利点を有する。１つの利点は、本発明の棒状石鹸の形式で抗菌活性剤を送達す
ることによって、チモールおよびテルピネオールの激臭（好きでない人もいる）が、チモ
ールおよびテルピネオールが従来の製粉および圧出棒（はるかに少量の多価アルコールを
含む）を通して送達される組成物に比べて低レベルで認知されることが分かったことであ
る。
【００１５】
　本発明の別の利点は、他の抗菌剤を含む類似の組成物と比べて強化した低刺激性を有す
ると見られることである。棒状石鹸がＴＣＮ（トリクロカルバン）などの従来の病原体減
少剤を含む場合、その棒は高いゼイン数（ｚｅｉｎ　ｎｕｍｂｅｒ）を示すことが観察さ
れた。ゼイン数は、組成物の皮膚に対する優しさの尺度であり、低いゼイン数はより低刺
激であることを示す。本発明によって今や、皮膚に使用した場合に優れた優しさを確保し
ながら、本発明の病原体減少剤を含めることによる非常に優れた病原体減少の利益を得る
ことが可能である。
【００１６】
　本発明のさらに別の利点は、本発明の組成物（特に遊離アルカリ含量が高いもの）を用
いると、流延棒組成物の熟成時間を短縮することが可能となる（これは商業規模での方法
の生産性を増加させるのに非常に有利である）ことである。溶融流延経路により調製した
石鹸を、熟成させる、すなわち、安定な組成物を達成し、最終的な透明状態に達する前に
数時間～数日の一定期間空気中に保持することが必要であることが周知である。本発明に
よって、特に、遊離アルカリ分を含めると、従来の流延棒状石鹸で必要とされる約２４～
４８時間から本発明の棒状石鹸で必要とされる２４時間未満まで、熟成時間を短縮するこ
とが可能になる。遊離アルカリ分を含有させることのさらなる利点は、チモールおよびテ
ルピネオールの抗菌効果が強化されることである。
【００１７】
　本発明の棒状石鹸のさらに別の利点は、「浸漬によるマッシュ（Ｍｕｓｈ　ｂｙ　ｉｍ
ｍｅｒｓｉｏｎ）」試験によって試験した場合、本発明で遊離アルカリ分を含めたときに
は、遊離アルカリ分を含めない棒状石鹸と比べて棒状石鹸の摩耗率がはるかに低くなるこ
とが分かったことである。
【００１８】
　本発明は、組成物の３０～６０重量％の総脂肪分を含む透明な棒状石鹸に関する。石鹸
という用語は、これらの脂肪酸の塩を指す。適当なカチオンには、ナトリウム、カリウム
、亜鉛、マグネシウム、アルキルアンモニウムおよびアルミニウムが含まれる。ナトリウ
ムが特に好ましいカチオンである。本発明の透明な石鹸は、脂肪酸もしくは油またはこれ
らのブレンドをけん化することによって得られる。適当な脂肪酸はＣ８～Ｃ２２脂肪酸で
ある。本発明に特に適した脂肪酸には、ステアリン酸、ラウリン酸、パルミチン酸または
これらの混合物が含まれる。これらはまた、植物および／または動物源から得ることがで
き、例えば、獣脂脂肪酸またはパーム脂肪酸であり得る。
【００１９】
　１８個の炭素原子を有する石鹸については、付随するナトリウムカチオンは、一般的に
約８重量％になる。
【００２０】
　油または油と脂肪酸の混合物をけん化することも可能である。本発明に適した油には、
獣脂、獣脂ステアリン、パーム油、パームステアリン、大豆油、魚油、米糠油、ヒマワリ
油、ヤシ油、ババス油およびパーム核油が含まれる。特に好ましいのは硬化パーム核油で
ある。
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【００２１】
　透明な石鹸の総脂肪分は、３０～６０％、より好ましくは３０～５０％、最も好ましく
は３５～４５％である。
【００２２】
　石鹸を調製するための脂肪酸装入量に含めるための好ましい脂肪酸は、１２－ヒドロキ
システアリン酸である。存在する場合、これは石鹸組成物中の総脂肪分の１～１５重量％
含まれる。約８５％の１２－ヒドロキシステアリン酸エステルを含有する硬化ヒマシ油が
本発明の組成物に使用するのに適している。
【００２３】
　組成物が遊離アルカリを含むことが好ましい。遊離アルカリ含量（遊離水酸化ナトリウ
ムの百分率に関する）は、好ましくは０．０１～０．１％の範囲、より好ましくは０．０
２～０．０５％の範囲にある。対照的に、従来の流延棒状石鹸は、０～１％の範囲の残留
遊離脂肪酸含量（オレイン酸の重量％により測定）を有する。
【００２４】
　好ましくは、本発明の透明な石鹸を製造するために使用される脂肪装入量は、０～２０
、より好ましくは２～１５のヨウ素価を有する。
【００２５】
　本発明の棒状石鹸組成物は、２０～５０％の多価アルコールを含む。本発明に適した多
価アルコールには、グリセロール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ソ
ルビトールまたはこれらの混合物が含まれる。多価アルコールは、総棒状石鹸の２０～５
０重量％、より好ましくは２０～４５重量％、最も好ましくは－２０～４０重量％の量で
存在する。本発明に使用されるポリエチレングリコールは、含有される場合、好ましくは
２００～１５００の分子量を有する。
【００２６】
　ソルビトールが含まれる場合、これは好ましくは組成物の５～２０重量％、より好まし
くは８～１８重量％で存在する。グリセロールが含まれる場合、これは好ましくは組成物
の０．５～２０重量％、より好ましくは０．５～１５重量％で存在する。ポリエチレング
リコールが含まれる場合、これは好ましくは組成物の１～１５重量％、より好ましくは２
～１０重量％で存在する。プロピレングリコールが含まれる場合、これは好ましくは組成
物の１～１５重量％、より好ましくは２～１０重量％で存在する。組成物がソルビトール
、ポリエチレングリコールおよびプロピレングリコールの混合物を含むことが好ましい。
上に列挙した３種の多価アルコールに加えて、グリセロールをさらに含むことが最も好ま
しい。
【００２７】
　チモール
　本発明の棒状石鹸組成物は、０．０１～５％のチモールを含む。
【００２８】
チモールの構造を以下に示す：
【化１】

【００２９】
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　本発明の組成物は、好ましくは０．０１～１重量％、さらにより好ましくは０．０１～
０．４重量％のチモールを含む。チモールを、精製した形態で組成物に添加してもよい。
あるいは、チモールが本発明の組成物中に所望の濃度で存在することを確保しながら、チ
モールを含むタイム油またはタイム抽出物を組成物に添加してもよい。タイム油またはタ
イム抽出物は、タイム植物から得られる。タイム植物は、チムス（Ｔｈｙｍｕｓ）属に属
する植物を指し、それだけに限らないが、以下の種を含む：チムス・ブルガリス（Ｔｈｙ
ｍｕｓ　ｖｕｌｇａｒｉｓ）、チムス・ジギス（Ｔｈｙｍｕｓ　ｚｙｇｉｓ）、チムス・
サツレオイデス（Ｔｈｙｍｕｓ　ｓａｔｕｒｅｏｉｄｅｓ）、チムス・マストキナ（Ｔｈ
ｙｍｕｓ　ｍａｓｔｉｃｈｉｎａ）、チムス・ブルーソネッティ（Ｔｈｙｍｕｓ　ｂｒｏ
ｕｓｓｏｎｅｔｔｉ）、チムス・マロカヌス（Ｔｈｙｍｕｓ　ｍａｒｏｃｃａｎｕｓ）、
チムス・パリダス（Ｔｈｙｍｕｓ　ｐａｌｌｉｄｕｓ）、チムス・アルゲリエンシス（Ｔ
ｈｙｍｕｓ　ａｌｇｅｒｉｅｎｓｉｓ）、チムス・セルピルム（Ｔｈｙｍｕｓ　ｓｅｒｐ
ｙｌｌｕｍ）、チムス・プレゴイデ（Ｔｈｙｍｕｓ　ｐｕｌｅｇｏｉｄｅ）およびチムス
・シトリオドラス（Ｔｈｙｍｕｓ　ｃｉｔｒｉｏｄｏｒｕｓ）。
【００３０】
　テルピネオール
　本発明の棒状石鹸組成物は、０．０１～５％のテルピネオールを含む。
【００３１】
　テルピネオール化合物の構造を以下に示す：
【化２】

【００３２】
　テルピネオールは、好ましくはα－テルピネオール、β－テルピネオール、γ－テルピ
ネオールまたはこれらの混合物から選択される。テルピネオールがα－テルピネオールで
あることが特に好ましい。テルピネオールを、精製した形態で抗菌組成物に添加してもよ
い。あるいは、テルピネオールが本発明の組成物中に所望の濃度で存在することを確保し
ながら、テルピネオールを含む松根油を抗菌組成物に添加してもよい。組成物は、好まし
くは０．０２～５重量％、さらにより好ましくは０．０３～１重量％、なおさらに好まし
くは０．０４～０．６重量％のテルピネオールを含む。
【００３３】
　他の精油活性剤、例えば、オイゲノール、ゲラニオールまたはこれらの混合物を、追加
の病原体減少の利益のために組成物に含めてもよい。より好ましくは、組成物は、チモー
ル、テルピネオールおよびオイゲノールの混合物を含む。
【００３４】
　好ましくは、非石鹸洗浄活性剤を本発明の棒状石鹸組成物に含める。非石鹸洗浄活性剤
は、アニオン、カチオン、双性イオン、両性界面活性剤またはこれらの混合物から選択さ
れ得る。
【００３５】
　非石鹸洗浄活性剤は、好ましくはアニオン界面活性剤である。好ましくは、非石鹸洗浄
活性剤の量は、組成物の１～２０重量％で含まれる。
【００３６】
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　組成物には、塩を含めてもよい。適当な塩にはナトリウムおよびカリウム塩が含まれる
。塩化ナトリウムが特に好ましい塩であり、好ましくは０．１～２％の量で使用される。
【００３７】
　石鹸の透明性が保持される限り、抗酸化剤、芳香剤、ポリマー、キレート剤、着色剤、
脱臭剤、染料、皮膚軟化剤、保湿剤、酵素、起泡力増進剤、殺菌剤、抗菌剤、起泡剤、真
珠光沢剤（ｐｅａｒｌｅｓｃｅｒ）、皮膚コンディショナー、溶媒、安定剤、過脂肪剤、
日焼け止め等などの他の任意の成分を本発明の方法に適量で添加してもよい。
【００３８】
　本発明の組成物は、好ましくは以下の方法ステップ：（ｉ）４０～９０℃の範囲の温度
で組成物の溶融物を調製する工程と；（ｉｉ）溶融物を適当な型に注ぎ込む工程と；（ｉ
ｉｉ）組成物を２０～３０℃の範囲の温度に冷却する工程と；（ｉｖ）組成物を離型する
工程とを使用して調製される。
【００３９】
　したがって、本発明の棒状石鹸組成物を製造する方法は、当該方法において最小量の揮
発性アルコールを利用する。好ましい方法は、少なくとも１種の脂肪酸および／または油
、少なくとも１種の多価アルコール、水を混和する工程と、適当なアルカリを使用して混
合物を中和する工程と、任意で適当な非石鹸洗剤活性剤を添加する工程と、好ましくは塊
を濾過する工程と、適当な型に注ぎ込む工程と、冷却する工程とを含む。その後、通常、
長丸太の形態の冷却した成形石鹸を所望のサイズの棒に切り分けてもよい。これに０～４
週間にわたる熟成が続いてもよい。
【００４０】
　好ましい方法について、より詳細な説明を以下に示す：
　１種以上の脂肪酸および／または油と、任意で１２－ヒドロキシステアリン酸と、少な
くとも１種の多価アルコールと、水と、任意で揮発性アルコールとを混合する。次いで、
アルカリ、好ましくは苛性ソーダを使用して、この塊を中和する。中和は、好ましくは８
０℃または約８０℃で行う。中和の完了をアルカリの消費により監視する。いったん中和
が完了したら、他の成分を塊に添加してもよい。次いで、混合物を好ましくは適当な手段
により、例えば、フィルタプレスを通して濾過する。次いで、混合物を冷却型で冷却する
。好ましくは、Ｓｃｈｉｃｈｔ冷却器を使用して冷却を行う。棒を典型的には冷却の最後
で長い円筒として形成する。次いで、棒を、そのまま若しくは小さいビレットに切り分け
た後で、または、棒、次いで切断されたビレットとして順次、０～４週間の期間熟成する
。揮発性アルコールを方法に使用しない場合、熟成は必要とされない。
【００４１】
　好ましい態様では、Ｓｃｈｉｃｈｔ冷却器から得た棒を０～２週間の期間熟成する。次
いで、棒を必要な形状およびサイズに切断し、必要であれば型押しし、０～２週間の期間
さらに熟成する。
【００４２】
　本発明はまた、（ｉ）本発明の組成物を塗布する工程と、（ｉｉ）表面を適当な溶媒で
すすぐかまたは表面を適当な拭き取りにより拭き取る工程とを含む、表面の病原体を減少
させる方法を提供する。
【００４３】
　好ましい態様では、表面をすすぐかまたは拭き取る工程を、組成物を表面に塗布する工
程の後５分以内、より好ましくは１分以内、さらにより好ましくは３０秒以内、最も好ま
しくは１５秒以内に行う。
【００４４】
　本発明を、以下の実例となる非限定的実施例によりさらに説明する。
【００４５】
［実施例］
［例１～３］種々の石鹸組成物により与えられる病原体減少
　表－１に示される組成を有する異なる棒状石鹸を調製した。
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　これらの棒状石鹸を以下の手順によりインビトロアッセイで試験した。
【００４７】
　約１０７個の細菌細胞（大腸菌ＡＴＣＣ１０５３６）を試験管に入れ、１５秒の期間、
種々の組成物と接触させた。１５秒の接触後に細菌を取り出し、系列希釈および寒天平板
に蒔くことによって生存細胞の存在を決定した。データを１５秒の接触後に残っている生
存大腸菌の数のｌｏｇ１０であるｌｏｇ（生存大腸菌）で提示する。したがって、１０４

残っていた場合、ｌｏｇ（生存大腸菌）は４となる。
【００４８】
　アッセイに使用した試料は、棒状石鹸の８％水溶液とした。最初に添加した大腸菌の量
は約１０７とした。１５秒間の活性剤との接触後に残っている病原体の結果を表１に要約
する。
【表１】

【００４９】
　表－１のデータは、テルピネオールおよびチモールを含む従来の石鹸（例－２）が、１
５秒の試験で、これらの活性剤を含まない石鹸（例－１）と比べて病原体減少をもたらす
ことができることを示している。これと比較すると、本発明の石鹸組成物（例－３）にテ
ルピネオールおよびチモールをさらに低濃度で含めることは有意に優れている。
【００５０】
　例４～７：従来の棒状石鹸と比べて改善した本発明の組成物の臭気の影響。
【００５１】
　表２で以下に示される組成物を調製した。
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【００５２】
　チモールの臭気の影響に関し、訓練調香師によって組成物が試験された。多くの消費者
はこの臭気を好まないので、組成物が有するチモールの臭気の影響が小さいことが好まし
い。以下のスケールを使用した：
＋＋＋：チモールの強力な臭い
＋＋：チモールのわずかな臭い
＋：チモールの認知できる臭い
ｏ：チモールの臭い無し
　臭気の影響のスコアは、２つの状態：（ａ）棒状石鹸の乾いた臭気、および（ｉｉ）使
用時の臭気に関して以下の表－３に従う。

【表３】

【００５３】
　上の表３のデータは、本発明に入らない例（例４および５）と比べて、本発明の組成物
（例６および７）においてチモールの臭気の影響が減少することを示している。
【００５４】
　例８および９：抗菌石鹸の市場サンプルと比較した、本発明の低刺激性および病原体減
少の利益。
【００５５】
　例８：表４の通り、棒状石鹸組成物を調製した。
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【表４】

【００５６】
　例－９：以下の通り包装に列挙された成分：パルミチン酸ナトリウム、水、パーム核脂
肪酸ナトリウム、タルク、芳香剤、塩化ナトリウム、トリクロカルバン、Ｃ１４～１６オ
レフィンスルホン酸ナトリウム、エチドロン酸、ＣＩ１１６８０、ＰＥＧ－７、アモジメ
チコン、シクロデキストリン、トリデセス－１０、酢酸、テトラブチルアンモニウムブロ
ミド、ＥＤＴＡジナトリウム、ＣＩ１２１５０を含むＤｅｔｔｏｌという商品名で販売さ
れる棒状石鹸の市場サンプルを使用した。
【００５７】
　例１～３で使用した手順を使用して測定される、細菌の対数減少と共に、以下の手順を
使用して、２種の組成物のゼイン数を測定した。
【００５８】
　ゼイン試験：
　１．５％ゼインを、２５℃で１時間、１％石鹸溶液３０ｍｌ中で攪拌した。混合物を２
０００ｒｐｍで３０分間遠心分離した。ゼインペレットを１０ｍｌ水中に３０分間浸漬し
、全ての水が蒸発するまで４５℃のオーブンで４８～７２時間真空下で乾燥させた。ゼイ
ン重量の差の％を界面活性剤のゼイン溶解度とみなした。
【００５９】
　ゼイン数が高いほど、界面活性剤の皮膚に対する優しさが小さい。
【００６０】
　例８および９の試料についてのデータを以下の表５に要約する：

【表５】

【００６１】
　上の表３のデータは、本発明による組成物が、低いゼイン数により証明されるように、
より優しく、細菌を減少させるのにより有効であることを示している。
【００６２】
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　例８、１０：遊離アルカリ分の効果
　例１０：組成物中に（遊離ＮａＯＨとして０．０３５％の）遊離アルカリ分を含まない
ことを除いて、例８の通り、棒状石鹸を調製した。
【００６３】
例８および１０の棒状石鹸を、製造法パラメータおよび種々の棒状石鹸利用者属性につい
て分析した。本発明の例１０による棒状石鹸（追加の遊離アルカリ分を含まない）が約２
４～４８時間の熟成時間を要した一方で、遊離アルカリ分を含む本発明の好ましい態様（
例８）は約２４時間の熟成時間のみを要し、したがって、強化した製造生産性をもたらす
ことが認められた。



(12) JP 6110934 B2 2017.4.5

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｃ１１Ｄ   9/50     (2006.01)           Ｃ１１Ｄ    9/50     　　　　        　　　　　
   Ｃ１１Ｄ  13/16     (2006.01)           Ｃ１１Ｄ   13/16     　　　　        　　　　　
   Ｃ１１Ｄ   1/02     (2006.01)           Ｃ１１Ｄ    1/02     　　　　        　　　　　
   Ｃ１１Ｄ   3/20     (2006.01)           Ｃ１１Ｄ    3/20     　　　　        　　　　　
   Ｃ１１Ｄ   3/37     (2006.01)           Ｃ１１Ｄ    3/37     　　　　        　　　　　
   Ｃ１１Ｄ   3/48     (2006.01)           Ｃ１１Ｄ    3/48     　　　　        　　　　　

(74)代理人  100151448
            弁理士　青木　孝博
(74)代理人  100146318
            弁理士　岩瀬　吉和
(74)代理人  230105223
            弁護士　城山　康文
(72)発明者  アガルケド，アジット，マノハー
            インド国、ムンバイ・４００・０９９、アンダリー・イースト、チャカラ、サワント・マルグ、ビ
            ジネス・デベロップメント、ヒンダスタン・ユニリーバー・リミテッド
(72)発明者  チャクラボルッティ，アミット
            インド国、バンガロー・５６０・０６６、ホワイトフィールド、メイン・ロード・６４、リサーチ
            ・センター、ヒンダスタン・ユニリーバー・リミテッド
(72)発明者  チェビティ，バラット
            インド国、バンガロー・５６０・０６６、ホワイトフィールド、メイン・ロード・６４、リサーチ
            ・センター、ヒンダスタン・ユニリーバー・リミテッド
(72)発明者  グプタ，シャシャンク，ナレンドラ
            インド国、ムンバイ・４００・０９９、アンダリー・イースト、チャカラ、サワント・マルグ、ビ
            ジネス・デベロップメント、ヒンダスタン・ユニリーバー・リミテッド
(72)発明者  アイイェル，ビドュラ
            インド国、バンガロー・５６０・０６６、ホワイトフィールド・ピーオー、メイン・ロード・６４
            、リサーチ・センター、ヒンダスタン・ユニリーバー・リミテッド
(72)発明者  クマール，ニティッシュ
            インド国、ムンバイ・４００・０９９、アンダリー・イースト、チャカラ、サワント・マルグ、ビ
            ジネス・デベロップメント、ヒンダスタン・ユニリーバー・リミテッド
(72)発明者  メデパッリ，スリラクシミ，ベンカタ
            インド国、バンガロー・５６０・０６６、ホワイトフィールド、メイン・ロード・６４、リサーチ
            ・センター、ヒンダスタン・ユニリーバー・リミテッド
(72)発明者  サンズギリ，ビブハブ，ラムラオ
            インド国、ムンバイ・４００・０９９、アンダリー・イースト、チャカラ、サワント・マルグ、ビ
            ジネス・デベロップメント、ヒンダスタン・ユニリーバー・リミテッド

    審査官  古妻　泰一

(56)参考文献  特表２００４－５３６２０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１１／０３６０４８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２０１２－５０５８５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－０５３９００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１３－５０５９０７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)



(13) JP 6110934 B2 2017.4.5

10

              Ｃ１１Ｄ　　　９／２６　　　　
              Ａ６１Ｋ　　　８／３４　　　　
              Ａ６１Ｋ　　　８／３６　　　　
              Ａ６１Ｋ　　　８／３６５　　　
              Ａ６１Ｑ　　１９／１０　　　　
              Ｃ１１Ｄ　　　１／０２　　　　
              Ｃ１１Ｄ　　　３／２０　　　　
              Ｃ１１Ｄ　　　３／３７　　　　
              Ｃ１１Ｄ　　　３／４８　　　　
              Ｃ１１Ｄ　　　９／５０　　　　
              Ｃ１１Ｄ　　１３／１６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

